
最新会計基準と税務基準の相違

Ⅰ

最
新
会
計
基
準
と
税
務
基

準
の
適
用
時
期

最
新
会
計
基
準
に
は
、「
（
改

正
）
棚
卸
資
産
評
価
会
計
基

準
」・「
リ
ー
ス
取
引

会

計

基

準
」・「
工
事
契
約
会
計
基
準
」・

「
資
産
除
去
債
務
会
計
基
準
」

等
が
あ
り
、
税
務
基
準
と
一
致

す
る
部
分
と
相
違
す
る
部
分
が

あ
る
。

会
計
基
準
と
税
務
基
準
は
適

用
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
が
、

会
計
基
準
に
お
い
て
は
早
期
適

用
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、「
工

事
契
約
会
計
基
準
」
で
は
税
務

基
準
に
お
い
て
適
用
時
期
の
経

過
措
置
が
あ
る
な
ど
、
調
整
が

計
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
本
稿
で
は
、
平
成

２１
年
度
決
算
（
２２
年
３
月
期
）

以
降
に
関
係
す
る
以
下
の
項
目

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と

す
る
。

Ⅱ

改
正
棚
卸
資
産
評
価
会
計

基
準
と
税
務
基
準

１

「
改
正
棚
卸
資
産
の
評
価

に
関
す
る
会
計
基
準
」
の
概
要

平
成
２０
年
９
月
２６
日
付
で
、

「
棚
卸
資
産
の
評
価
に
関
す
る

会
計
基
準
（
以
下
「
改
正
棚
卸

資
産
会
計
基
準
」
と
す
る
）
」

（
改
正
企
業
会
計
基
準
第
９

号
）
が
公
表
さ
れ
、
平
成
２２
年

４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業

年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
平
成
２２
年
３
月
３１
日
以
前

に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
早

期
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
際
会
計
基
準
第
２
号
「
棚

卸
資
産
」
で
は
後
入
先
出
法
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
改
正
棚
卸
資
産
会
計
基
準

で
は
、
会
計
基
準
の
国
際
的
な

コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
図
る
観

点
か
ら
、
棚
卸
資
産
の
評
価
方

法
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
。

２

棚
卸
資
産
の
評
価
方
法

棚
卸
資
産
の
評
価
方
法
は
次

の
評
価
方
法
の
中
か
ら
選
択
し

継
続
し
て
適
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
改
正
棚
卸
資
産
会
計

基
準
６

２
）
。

・
個
別
法
・
先
入
先
出
法
・
平

均
原
価
法
・
売
価
還
元
法

３

税
務
基
準
（
平
成
２１
年
度

改
正
、
棚
卸
資
産
の
評
価
方
法

の
見
直
し
）

棚
卸
資
産
会
計
基
準
の
改
正

に
伴
い
、
棚
卸
資
産
の
評
価
に

つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を
講

じ
た
う
え
、
選
定
で
き
る
評
価

の
方
法
か
ら
後
入
先
出
法
及
び

単
純
平
均
法
が
除
外
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
法
定
評
価
方
法
は

最
終
仕
入
原
価
法
に
よ
る
原
価

法
の
ま
ま
で
あ
る
（
法
法
２９

①
、
法
令
３１
）
。

Ⅲ

工
事
契
約
会
計
基
準
と
税

務
基
準

１

工
事
契
約
会
計
基
準
改
正

の
概
要

平
成
１９
年
１２
月
２７
日
付
で
、

「
工
事
契
約
に
関
す
る
会
計
基

準
（
以
下
「
工
事
契
約
会
計
基

準
」
と
い
う
）
」（
企
業
会
計
基

準
第
１５
号
）・「
工
事
契
約
に
関

す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」

（
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
第

１８
号
）
」
が
公
表
さ
れ
、
平
成

２１
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る

事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
平
成
２１
年
３
月
３１

日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度

か
ら
早
期
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

�

改
正
項
目

現
行
の
長
期
請
負
工
事
に
関

す
る
収
益
計
上
は
、
工
事
進
行

基
準
又
は
工
事
完
成
基
準
の
選

択
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
財
務
諸
表
間
の
比
較
可
能

性
が
損
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
改
正
後
は
選
択
適

用
は
認
め
ら
れ
ず
、
工
事
進
行

基
準
の
要
件
を
満
た
す
長
期
請

負
工
事
は
工
事
進
行
基
準
を
適

用
し
、
そ
の
要
件
を
満
た
さ
な

い
長
期
請
負
工
事
は
工
事
完
成

基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

�

対
象
と
な
る
工
事
契
約
の

範
囲工

事
契
約
会
計
基
準
の
対
象

と
な
る
工
事
契
約
と
は
、
仕
事

の
完
成
に
対
し
て
対
価
が
支
払

わ
れ
る
請
負
契
約
の
う
ち
、
土

木
・
建
築
・
造
船
や
一
定
の
機

械
装
置
の
製
造
等
、
基
本
的
な

仕
様
や
作
業
内
容
を
顧
客
の
指

図
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
を
い

う
が
（
工
事
契
約
会
計
基
準

４
）
、
受
注
制
作
の
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
（
工
事
契
約
会
計
基
準
５
）
。

�

工
事
契
約
に
係
る
認
識
基

準
工
事
契
約
に
関
し
て
、
工
事

の
進
行
途
上
に
お
い
て
も
、
そ

の
進
捗
部
分
に
つ
い
て
成
果
の

確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
工
事
進
行
基
準
を
適
用
し
、

こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

に
は
工
事
完
成
基
準
を
適
用
す

る
。
成
果
の
確
実
性
が
認
め
ら

れ
る
た
め
に
は
、
①
工
事
収
益

総
額
②
工
事
原
価
総
額
③
決
算

日
に
お
け
る
工
事
進
捗
度
の
各

要
素
に
つ
い
て
、
信
頼
性
を
も

っ
て
見
積
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
工
事
契
約
会

計
基
準
９
）
。

２

税
務
基
準
（
法
人
税
）

�

工
事
進
行
基
準
が
適
用
さ

れ
る
工
事
契
約

①

工
事
の
請
負
の
範
囲
の
拡

充
・
長
期
大
規
模
工
事
の
範
囲

の
拡
大

平
成
２０
年
度
改
正
に
よ
り
、

工
事
進
行
基
準
の
方
法
に
よ
り

収
益
及
び
費
用
を
計
上
す
る
対

象
と
な
る
工
事
の
請
負
に
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
受
注
制
作
が
追

加
さ
れ
た
。

ま
た
、
長
期
大
規
模
工
事
に

該
当
す
る
工
事
期
間
が
２
年
以

上
か
ら
１
年
以
上
に
、
請
負
金

額
が
５０
億
円
以
上
か
ら
１０
億
円

以
上
と
な
り
、
そ
の
範
囲
が
拡

大
さ
れ
て
い
る
（
法
法
６４
①
、

法
令
１
２
９
①
）
。

②

強
制
適
用
さ
れ
る
工
事
契

約
と
選
択
適
用
さ
れ
る
工
事
契

約
法
人
税
法
で
は
、
長
期
大
規

模
工
事
に
該
当
す
る
工
事
の
請

負
は
、
法
人
の
確
定
し
た
決
算

に
お
け
る
経
理
処
理
に
か
か
わ

ら
ず
工
事
進
行
基
準
の
方
法
に

よ
り
計
算
し
た
各
事
業
年
度
の

収
益
の
額
及
び
費
用
の
額
が
益

金
の
額
及
び
損
金
の
額
に
算
入

さ
れ
る
（
工
事
進
行
基
準
が
強

制
適
用
）
。

一
方
、
長
期
大
規
模
工
事
に

該
当
し
な
い
工
事
の
請
負
は
、

法
人
の
確
定
し
た
決
算
に
お
け

る
経
理
処
理
を
通
じ
て
工
事
進

行
基
準
の
方
法
が
選
択
で
き
る

（
工
事
進
行
基
準
が
選
択
適

用
）
。

③

工
事
進
行
基
準
が
選
択
適

用
で
き
る
「
そ
の
他
の
工
事
」

に
係
る
見
直
し

工
事
契
約
の
う
ち
工
事
進
行

基
準
が
選
択
適
用
で
き
る
「
そ

の
他
の
工
事
」
は
、
改
正
前
は

工
事
損
失
が
見
込
ま
れ
る
場
合

に
は
利
益
調
整
に
利
用
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
工

事
進
行
基
準
の
選
択
が
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
（
旧
法
法
６４

②

た

だ

し

書

二
、
旧

法

令

１
３
０
）
。

し
か
し
、
工
事
契
約
会
計
基

準
と
の
調
整
を
図
る
た
め
、
平

成
２０
年
度
改
正
に
よ
り
、
工
事

損
失
が
見
込
ま
れ
る
工
事
契
約

で
あ
っ
て
も
工
事
進
行
基
準
が

選
択
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た

（
法
法
６４
②
）
。

�

適
用
時
期

平
成
２０
年
４
月
１
日
以
後
開

始
す
る
事
業
年
度
に
お
い
て
着

手
す
る
工
事
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
る
。

た
だ
し
経
過
措
置
（
平
２０
改

正
法
令
附
則
１８
①
）
に
よ
り
、

一
定
の
経
過
措
置
工
事
（
平
２０

改
正
法
法
附
則
１９
②
）
に
該
当

す
れ
ば
工
事
契
約
会
計
基
準
と

同
様
に
平
成
２２
年
３
月
期
か
ら

の
適
用
が
認
め
ら
れ
、
調
整
が

計
ら
れ
て
い
る
。

３

工
事
契
約
会
計
基
準
と
税

務
基
準
の
相
違

�

工
事
進
行
基
準
の
対
象
と

な
る
工
事
契
約

工
事
契
約
会
計
基
準
で
は
、

税
務
基
準
と
異
な
り
工
事
期
間

・
請
負
対
価
に
か
か
わ
ら
ず

「
進
捗
部
分
の
成
果
の
確
実

性
」
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
工
事

進
行
基
準
が
強
制
適
用
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
税
務
基
準
と
比
較

し
そ
の
工
事
契
約
の
範
囲
は
広

い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
工
事
契
約
会
計
基

準
に
お
い
て
工
事
進
行
基
準
が

強
制
適
用
さ
れ
る
工
事
契
約

が
、
税
務
基
準
で
は
強
制
適
用

さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
選

択
適
用
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
通
常
は
税
務
調
整
が
不
要

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�

工
事
損
失
引
当
金
の
処
理

工
事
契
約
会
計
基
準
で
は
、

工
事
原
価
総
額
等
が
工
事
収
益

総
額
を
超
過
す
る
可
能
性
が
高

く
、
か
つ
、
そ
の
金
額
を
合
理

的
に
見
積
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
は
、
そ
の
工
事
損
失
の
う

ち
工
事
契
約
に
関
し
て
既
に
計

上
さ
れ
た
損
益
の
額
を
控
除
し

た
残
額
を
、
工
事
損
失
が
見
込

ま
れ
た
期
の
損
失
と
し
て
処
理

し
、
工
事
損
失
引
当
金
を
計
上

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
工
事

契
約
会
計
基
準
１９
）
。

一
方
、
法
人
税
法
で
は
、
工

事
損
失
引
当
金
相
当
額
は
計
上

し
た
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に

は
含
ま
れ
な
い
（
法
基
通
２
―

４
―
１９
）
。

Ⅳ

資
産
除
去
債
務
会
計
基
準

と
税
務
基
準
に
お
け
る
対
応

の
可
能
性

１

資
産
除
去
債
務
会
計
基
準

の
概
要

平
成
２０
年
３
月
３１
日
付
で
、

「
資
産
除
去
債
務
に
関
す
る
会

計
基
準
（
以
下
「
資
産
除
去
債

務
会
計
基
準
」
と
す
る
）
」（
企

業
会
計
基
準
第
１８
号
）・「
資
産

除
去
債
務
に
関
す
る
会
計
基
準

の
適
用
指
針
（
以
下
「
資
産
除

去
債
務
指
針
」
と
す
る
）
」（
企

業
会
計
基
準
適
用
指
針
第
２１

号
）
」
が
公
表
さ
れ
、
平
成
２２

年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事

業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
平
成
２２
年
３
月
３１
日
以

前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

早
期
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。資

産
除
去
債
務
会
計
基
準
と

は
、
有
形
固
定
資
産
の
取
得
等

に
よ
り
除
去
に
関
す
る
将
来
の

負
担
を
財
務
諸
表
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
投
資
情
報
に
役

立
た
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

基
準
で
あ
る
。

２

資
産
除
去
債
務
の
定
義

資
産
除
去
債
務
と
は
、
有
形

固
定
資
産
の
取
得
・
建
設
・
開

発
又
は
使
用
に
よ
っ
て
生
じ
、

当
該
有
形
固
定
資
産
の
除
去
に

関
し
て
法
令
又
は
契
約
で
要
求

さ
れ
る
法
律
上
の
義
務
及
び
そ

れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
こ

の
場
合
の
法
律
上
の
義
務
及
び

そ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
は
、
有

形
固
定
資
産
を
除
去
す
る
義
務

の
ほ
か
、
有
形
固
定
資
産
の
除

去
そ
の
も
の
は
義
務
で
な
く
と

も
、
有
形
固
定
資
産
を
除
去
す

る
際
に
当
該
有
形
固
定
資
産
に

使
用
さ
れ
て
い
る
有
害
物
質
等

を
法
律
等
の
要
求
に
よ
る
特
別

の
方
法
で
除
去
す
る
と
い
う
義

務
も
含
ま
れ
る
（
資
産
除
去
債

務
会
計
基
準
３
�
）
。

有
形
固
定
資
産
の
「
除
去
」

と
は
、
有
形
固
定
資
産
を
用
役

提
供
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
い

う
（
一
時
的
に
除
去
す
る
場
合

を
除
く
）
。
除
去
の
具
体
的
な

態
様
と
し
て
は
、
売
却
・
廃
棄

・
リ
サ
イ
ク
ル
そ
の
他
の
方
法

に
よ
る
処
分
等
が
含
ま
れ
る

が
、
転
用
や
用
途
変
更
は
含
ま

れ
な
い
。
ま
た
、
当
該
有
形
固

定
資
産
が
遊
休
状
態
に
な
る
場

合
は
除
却
に
該
当
し
な
い
（
資

産

除

去

債

務

会

計

基

準
３

�
）
。

３

具
体
的
な
会
計
処
理

資
産
除
去
債
務
指
針
で
は
、

理
解
を
深
め
る
た
め
に
設
例
で

資
産
除
去
債
務
の
会
計
処
理
を

示
し
て
い
る
。

【
設
例
１
】
資
産
除
去
債
務
の

会
計
処
理

１

前
提
条
件

Ｙ
社
は
、
２
０
Ｘ
１
年
４
月

１
日
に
Ａ
設
備
を
取
得
し
、
使

用
を
開
始
し
た
。
当
該
設
備
の

取
得
原
価
は
、
１
０
�
０
０
０
、

耐
用
年
数
は
５
年
で
あ
り
、
Ｙ

社
に
は
当
該
設
備
を
使
用
後
に

除
去
す
る
法
的
義
務
が
あ
る
。

Ｙ
社
が
当
該
設
備
を
除
去
す
る

と
き
の
支
出
は
１
�
０
０
０
と

見
積
ら
れ
て
い
る
。

資
産
除
去
債
務
は
取
得
時
に

の
み
発
生
す
る
も
の
と
し
、
Ｙ

社
は
当
該
設
備
に
つ
い
て
残
存

価
額
０
で
定
額
法
に
よ
る
償
却

を
行
っ
て
い
る
。
割
引
率
は
３

・
０
％
と
す
る
。

２

会
計
処
理

�

２
０
Ｘ
１
年
４
月
１
日

設
備
Ａ
の
取
得
と
関
連
す
る

資
産
除
去
債
務
の
計
上

�借
有
形
固
定
資
産
（
設
備
Ａ
）

１
０
�
８
６
３

�貸
現
金
預
金

１
０
�
０
０
０

�貸
資
産
除
去
債
務
（
※
１
）

８
６
３

（
※
１
）
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
見
積
額
１
�
０
０
０
÷

（
１
・
０３
）５＝

８
６
３

�

２
０
Ｘ
２
年
３
月
３１
日

時
の
経
過
に
よ
る
資
産
除
去

債
務
の
増
加

�借
費
用
（
利
息
費
用
）
２６

�貸
資
産
除
去
債
務
（
※
２
）
２６

（
※
２
）
２
０
Ｘ
１
年
４
月
１

日
に
お
け
る
資
産
除
去
債
務

８
６
３
×
３
・
０
％＝

２６

設
備
Ａ
と
資
産
計
上
し
た
除

去
費
用
の
減
価
償
却

�借
費
用
（
減
価
償
却
費
）（
※

３
）

２
�
１
７
３

�貸
減
価
償
却
累
計
額２

�
１
７
３

（
※
３
）
設
備
Ａ
の
減
価
償
却

費
１
０
�
０
０
０
÷
５
年
＋
除

去
費
用
資
産
計
上
額
８
６
３
÷

５
年＝

２
�
１
７
３

「
資
産
除
去
債
務
指
針
【
設
例

１
】
」
よ
り
抜
粋
し
て
引
用

２

税
務
基
準
（
法
人
税
）
に

お
け
る
対
応
の
可
能
性

企
業
会
計
で
は
、
販
売
費
・

一
般
管
理
費
等
は
期
間
対
応
に

よ
り
発
生
し
た
事
業
年
度
で
計

上
さ
れ
る
が
、
法
人
税
で
は
、

特
に
定
め
る
場
合
を
除
き
債
務

確
定
基
準
が
採
用
さ
れ
、
引
当

金
や
見
越
費
用
等
の
計
上
を
認

め
て
い
な
い
。

資
産
除
去
債
務
会
計
基
準
で

は
、
有
形
固
定
資
産
の
取
得
等

に
よ
り
将
来
見
込
ま
れ
る
資
産

除
去
債
務
を
合
理
的
に
見
積

り
、
そ
の
資
産
除
去
債
務
を
有

形
固
定
資
産
の
耐
用
年
数
に
よ

り
費
用
配
分
す
る
も
の
で
あ
る
。

資
産
除
去
債
務
を
費
用
配
分

す
る
際
の
勘
定
科
目
は
「
減
価

償
却
費
」
と
さ
れ
て
も
、
法
人

税
法
第
２２
条
第
３
項
第
２
号
に

お
い
て
債
務
確
定
基
準
の
対
象

か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
「
償
却

費
」
と
は
異
な
る
も
の
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
法
に
お
け
る
「
償
却
費
」

は
、
有
形
固
定
資
産
の
取
得
価

額
が
確
定
（
見
込
費
用
等
で
は

な
い
）
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
時
の
経
過
に
よ
る
価

値
の
減
少
を
期
間
配
分
す
る
手

法
で
あ
る
た
め
債
務
確
定
基
準

の
判
定
を
不
要
と
し
て
い
る

が
、
資
産
除
去
債
務
会
計
基
準

に
お
け
る
「
減
価
償
却
費
」

は
、
合
理
的
に
見
積
ら
れ
た
資

産
除
去
債
務
で
あ
っ
て
も
見
込

費
用
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
債

務
確
定
基
準
に
よ
り
損
金
算
入

の
判
定
を
行
う
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

資
産
除
去
債
務
を
債
務
確
定

基
準
に
よ
り
判
定
す
る
と
、
法

人
税
基
本
通
達
２

２

１２
に

お
け
る
三
要
素
の
う
ち
「
合
理

的
に
金
額
の
算
定
」
要
件
を
満

た
し
て
も
、「
債
務
の
成
立
」

・
「
相
手
方
か
ら
の
給
付
」
要

件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
か
ら
、

法
人
税
で
は
資
産
除
去
債
務
は

損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

西野道之助［上野］
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